
57̶ 学童保育に関わる用語・仕組みの解説

学
童
保
育
に
関
わ
る

用
語
・
仕
組
み
の
解
説編

集
部

つ
づ
き
は
本
誌
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い

【
放ほ

う

課か

後ご

児じ

童ど
う

健け
ん

全ぜ
ん

育い
く

成せ
い

事じ

業ぎ
ょ
う

】
と
は

　「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
」
は
、
学
童
保
育
の
法
律
上
の
名

称
で
す
。学
童
保
育
は
一
九
九
七
年
に「
児
童
福
祉
法
」「
社
会
福
祉
法
」

に
定
め
ら
れ
、
一
九
九
八
年
か
ら
法
律
に
も
と
づ
く
事
業
と
し
て
施

行
さ
れ
て
い
ま
す
。
児
童
福
祉
法
で
は
、「
市
町
村
は
、
放
課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」（
第
三
四
条
の
八
）、「
国
、

都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に

届
け
出
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」

（
第
三
四
条
の
八
の
②
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
市
町
村
以
外
の
者
」と
は
、社
会
福
祉
法
人
、保
護
者
会
・
父
母
会
、

地
域
運
営
委
員
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
民
間
企
業
、
個
人
な
ど
の
こ
と

を
さ
し
ま
す
。「
市
町
村
以
外
の
者
」
が
事
業
を
行
う
学
童
保
育
の

多
く
は
、市
町
村
か
ら
の
「
委
託
」「
代
行
」
に
よ
っ
て
事
業
を
行
っ

て
い
た
り
、「
補
助
」
を
受
け
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
府ふ

省し
ょ
う

令れ
い

】
と
は

　「
府
令
」
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
内
閣
府
の
長
と
し
て
発
す
る
命

令
で
す
。「
省
令
」
は
、
各
省
の
大
臣
が
担
当
す
る
行
政
事
務
（
行

政
権
の
発
動
と
し
て
行
う
事
務
）
に
つ
い
て
、
法
律
や
政
令
（
内
閣

が
制
定
す
る
命
令
）
を
施
行
す
る
た
め
、
ま
た
は
、
法
律
や
政
令
の

特
別
の
委
任
に
も
と
づ
い
て
、各
省（
機
関
）か
ら
発
す
る
命
令
で
す
。

　
国
は
、
二
〇
一
四
年
に
厚
生
労
働
省
令
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」）

を
定
め
ま
し
た
。
こ
ど
も
家
庭
庁
の
設
立
に
と
も
な
い
、
二
〇
二
三

年
四
月
一
日
以
降
は
、「
内
閣
府
令
」
と
し
て
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
二
〇
一
五
年
に
は
、
運
営
に
あ
た
っ
て
の
望
ま
し
い
方
向
性

（「
全
国
的
な
標
準
仕
様
」）
を
示
し
た
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営

指
針
」（
以
下
「
運
営
指
針
」）
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

【
条じ

ょ
う

例れ
い

】
と
は

　「
条
例
」
は
、
日
本
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
自
治
立
法
権
（
憲
法


